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博士論文審査及び試験の結果の要旨 

 

学位申請者 
 放送大学大学院文化科学研究科 
文化科学専攻人間科学プログラム 

 氏名 森村 繁晴   
 
論文題目  
   PTA 親会員の不満とその要因構造に関する研究  
 

審査委員氏名 

 

・主査（放送大学教授・博士(学術)）    岩永 雅也     

 

・副査（放送大学教授・博士(教育学)）   田中 統治      

 

・副査（放送大学教授・博士(学術)）      岩崎  久美子     

 

・副査（大東文化大学講師・博士(教育学)） 仲田 康一     

 

論文審査及び試験の結果 

 森村繁晴氏の博士学位請求論文は、現代日本の PTA における親会員の不満要

因に関して、PTA 成立期、展開期の歴史を踏まえ、数次の実証的な調査研究に

より、現状と背景および問題の構造を詳細に考察したものである。その内容は、

以下のように要約できる。 
【リサーチクエスチョン】 

本論文におけるリサーチクエスチョンは、「PTA 親会員の PTA に対する不満

は、親個人の特異な心理的要因ではなく、一般的な社会的要因によって、構造的

かつ機能的に説明できるのではないか」というものである。ここでの「親個人の

特異な心理的要因」とは、我が子の教育関連事象に強い不満を持つ“モンスター

ペアレント”、あるいは日常生活で多くのトラブルを抱える“困った人”などに

共通する心理的特性を想定している。これは社会的事象の原因を個人の心理に

強く帰属させ、社会的要因を軽視する非学術的な心理主義的説明である。それに

対して「一般的な社会的要因」とは、日本における PTA の歴史的・全国的な状

況や、親会員が所属する単位 PTA（学校ごとの PTA）の状況、親本人の子育て

行為の状況や PTA に対する社会的態度などを指す。本論文は、PTA に対する親

会員の不満状況につき、心理主義的説明よりも社会学的説明のほうが妥当な説

明を行えるかどうかについて、検討するものである。 
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【仮説と検証方法】 

上記のリサーチクエスチョンに基づき、本研究では以下の理論仮説および作

業仮説を設定した。 
●理論仮説 A：日本 PTA 全国協議会（日 P）は、時代とともに「行政の責任」

追及の場から「親の責任」追及の場へとその性質を変えた 
〇作業仮説 A1：日 P 新聞において、日 P 役員等を発言者とする「行政の責任」

言説と「親の責任」言説を比較すると後者の出現率が時代とともに高まった 
●理論仮説 B：PTA 活動は親子のストレス解消の場として有効でない 
〇作業仮説 B1：PTA 活動に参加しても父母子のディストレスは低くならない 
●理論仮説 C：特異な心理的要因よりも、親会員が所属する PTA の特性や親会

員本人の社会的態度等の社会的要因のほうが親会員の不満をうまく説明できる 
〇作業仮説 C1：他の親とのかかわりが薄いほど、PTA についての不満認知の度

合いが高まる 
〇作業仮説 C2：PTA のネガティブ面を強く感じるほど不満認知度が高まる 
〇作業仮説 C3：PTA のポジティブ面を強く感じるほど PTA についての不満認

知の度合いが低くなるが、その効果はネガティブ面ほど強くない 
〇作業仮説 C4：PTA 運営に関する規範的態度は、不満認知に影響する 
〇作業仮説 C5：PTA において強制的包摂や集団内周辺化を強く感じているほ

ど、PTA についての不満認知の度合いが高まる 
〇作業仮説 C6：社会的排除要因を持つ親は、PTA における強制的包摂と集団内

周辺化を同時に経験しやすい 
〇作業仮説 C7：権威主義的伝統主義の度合いが高いほど、PTA に対する不満度

が低くなる 
〇作業仮説 C8：権威主義的伝統主義の度合いは、学校の設備、教師、治安に対

する不満度に影響しない 
理論仮説 A および B は、日本における PTA 親会員が置かれた状況をマクロ

レベル（全国、地域レベル）で検討するための仮説である。理論仮説 C は本研

究のリサーチクエスチョンに直接対応するものであり、PTA 親会員の不満につ

いてメゾレベル（単位 PTA レベル）やミクロレベル（家族および個人レベル）

で検討するものである。 

【本論文の構成】 
以上の論証のため、本論文では以下のような構成が採られている。 
序章では、本論文全体の問題設定、背景、先行研究、仮説および検証の方法等が

集約的に論じられている。 
第 1 章では日本における PTA の歴史について、草創期（終戦から 1950 年代）

を中心にレビューされている。これは第２章以降の定量的な分析に先立ち、PTA
史に関する本研究の基本的視座を明らかにするためである。初期の PTA は戦前・

戦中の保護者団体の影響を色濃く残していた。本論文ではとくに文部省が提示

した 2 度の「参考規約」の理念について、民主主義重視の理念（48 年式理念）
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から集団主義的な要素を持つ理念（54 年式理念）に移行した経緯に注目する。

そして、どちらも文部省の権威に裏付けられたこの 2 つの理念のねじれが PTA
親会員の間に混乱をもたらし、現在にいたるまで保護者間の対立と不満の要因

のひとつとなっている可能性が指摘される。 
第 2 章では第１章の歴史的考察を踏まえた上で、理論／作業仮説 A の検証を

目的として日 P の公式機関紙『日本 PTA』新聞（日 P 新聞）の計量テキスト分

析が行われる。PTA においてもシティズンシップに関する議論と同様、「市民（親）

の権利」（「行政の責任」追及）よりも「市民（親）の責任」が強調される傾向が

生じているかどうかを見るために、テキスト分析ソフト KH Coder を利用した

分析が実施された。その結果、「責任」の語を含む 1123 件のセンテンスについ

て、①1950 年代の日P新聞創刊から現在に至るまで一貫して多数の「親の責任」

言説が存在した、②2000～2010 年代には「保護者」の「責任」を他の責任主体

との比較で際立たせる「第一義」との共起関係が急増した、③日 P の役員・会

員などが発話者である「責任」センテンスについて、「行政の責任」言説と「親

の責任」言説の出現比率を見ると，1950～1960 年代までの初期と比較して 1970
年代以降に「親の責任」言説が増加した、の 3 点が明らかとなった。これらの傾

向を総合すると、日 P 新聞における日 P 役員・会員などの発言は一貫して「親

の責任」を訴えてきたが、とくに「行政の責任」との比較で見れば、1950～1960
年代の初期よりも 1970 年代以降の時期に「行政の責任」が減少したことにより、

相対的に「親の責任」が強調される方向へシフトした、とみなされた。そこに

2000 年代以降の「親の責任」を「第一義」とする規範的言説がさらに加わるこ

とで、上意下達の PTA 内で親会員が「上」の日 P から押し付けられる「責任」

の重圧が増し、これが親の不満を高めている可能性が示唆されている。この分析

結果は作業仮説 A1 を支持するものである。 
第 3 章では PTA 活動が父母子のストレス軽減効果を持つかどうかについて、

大規模調査の二次分析によって検討されている。その目的は理論／作業仮説 B
の検証である。分析には家計経済研究所が 2008 年に実施した現代核家族調査の

データが用いられている（n=458）。子の学齢段階（小学校、中学校、高校）別

の重回帰分析の結果、「PTA や子供会など地域の団体への参加」は、子がいずれ

の学齢段階にあっても父母子のディストレス低減効果を持たず、逆に子が小学

生の無業母の場合は、ディストレスを高める方向での有意傾向（p<.10 水準）が

確認されている。この結果は作業仮説 B1 を支持するものである。１～３章の議

論によって、PTA 親会員の PTA に対する不満について、マクロレベルでの背景

要因が明らかにされている。 
第 4 章では前章までのマクロレベルの議論を踏まえた上で、メゾレベルおよ

びミクロレベルでの調査と分析が進められた。その目的は理論／作業仮説 C の

検証である。最初に、センシティブな話題を含む問題領域である PTA 研究にお

いてインターネット調査を導入することの利点につき、方法論的に論じられて

いる。その上で、所属 PTA のポジティブ、ネガティブ両面の特性や回答者の社
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会的態度を含む複数の独立変数が、従属変数である PTA への不満に与える影響

が確認された。分析に使用されたのは 2 回のインターネット調査、すなわち①

2015 全国調査（全国の公立小学校に子を通わせる PTA 会員の母親が対象、

n=549）と②2017 東京調査（東京都の小学校に子を通わせる PTA 会員の母親が

対象、n=533）のデータである。いずれのデータも就業属性に関するサンプリン

グバイアスに配慮し、全ケースを対象とした分析に加えて就業属性別（無業母お

よび有業母）の分析も実施された。PTA に対する不満の指標として 2015 全国

調査では PTA に対する就業属性集団ごとの「不満認知」を、2017 東京調査では

本人の「不満度」が使われている。 
●2015 全国調査：分析 1 
重回帰分析の結果、親本人の孤立度は有業母・無業母とも一貫して不満認知に

影響していなかった。これは非学術的な心理主義的説明に近い作業仮説 C1 を支

持しない結果であった。一方で PTA の強制性（退会困難、退会による子への不

利益など）や PTA での人間関係の軋轢（不信感増大、いじめ、就労阻害）など

のネガティブな PTA 特性は、不満認知の増大にプラスの効果を持っていた。ま

た、その効果はポジティブな PTA 特性である有用性（やりがい、他者への有用

感）のマイナス効果よりも大きかった。これらの結果は無業母・有業母に共通し

ており、作業仮説 C2～C3 を支持するものであった。PTA 運営に関する規範的

態度については、無業母・有業母ともに協調志向（民主主義的ルールの尊重、変

化への対応、父親の平等な参加）が不満認知の増大にプラスの効果を持っていた。

また権威志向（校長、会長、文科省への従属）も無業母においてマイナスの効果

を持っていた。これは作業仮説 C4 を支持するものであった。 
●2015 全国調査：分析 2 
重回帰分析の結果、不本意参加意識は有業母においてのみ不満認知の増大に

プラスの効果を持ち、集団内劣位意識は無業母・有業母ともにプラスの効果を持

っていた。これは作業仮説 C5 を部分的に支持するものであった。また、自分や

家族が他人に知られたくない病気を持っていることが、有業母の両従属変数（不

本意参加意識と集団内劣位意識）の増大に対してプラスの効果を持っていた。こ

れは仮説 C6 を部分的に支持するものであった。 
●2017 東京調査 
重回帰分析の結果、権威主義的伝統主義は無業母において不満度の増大にマ

イナスの効果を持っていた。これは作業仮説 C7 を部分的に支持するものであっ

た。また権威主義的伝統主義は、無業母の教師に対する不満にマイナスの効果を

持ち、また、有業母の学校周辺の治安に対する不満の増大にはプラスの効果を持

っていた。これは作業仮説 C8 を支持しないものであった。PTA と教師、学校周

辺の治安については、権威主義的伝統主義の視点から改めてその関係性につい

て検討しなおすべきことが示唆された。 
以上の議論より、PTA 親会員の不満について心理主義的説明に近い仮説が支

持されず、社会的要因に基づく仮説の多くが支持されることが明らかにされた。
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また、社会学の重要テーマである権威主義と PTA との間に連関が認められたこ

とにより、PTA 研究に新たな理論的視座と方法論を導入するべき必要性が明ら

かになった。 

 以上に示されたように，本論文における議論の展開はきわめて体系的かつ精

緻である。問題の把握とリサーチクエスチョンの設定および論証の方法は妥当

であり、数次にわたる調査データ分析に裏打ちされた論拠も確かなものである

といえる。何よりも、第２～４章に示された調査データに基づく考察とその結論は、

合理的で批判的な示唆を多く含み、実証研究としてのオリジナリティを高く評価

することができる。また、本論文の基礎となった原著論文、本論文中の原語文献

の的確な引用および口頭試問により、語学等の能力も十分に高いものと評価し

うる。 

 以上の結果、森村繁晴氏への本学大学院博士学位の授与を審査委員全員一致

で決するものである。                       以上 


